
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 員 業 績 評 価 要 項 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

（前 略） 
（評価期間等） 

第４条 前条第１号の昇給評価は、３年ごとに、前年

度の末日を基準日として、基準日以前３年間を評

価対象期間として実施し、評価結果を次期評価対

象期間中の昇給に活用するものとする。ただし、基

準日において、対象教員としての在職期間が１年

未満の者の当該在職期間の昇給評価は、次期昇給

期間の昇給評価と併せて実施するものとする。 
 
２  
３  

（後 略） 

 
（評価期間等） 

第４条 前条第１号の昇給評価は、３年ごとに、前年

度の末日を基準日として、基準日以前３年間を評

価対象期間として実施することを原則とし、評価

結果を次期評価対象期間中の昇給に活用するもの

とする。ただし、基準日において、対象教員として

の在職期間が１年未満の者の当該在職期間の昇給

評価は、次期昇給期間の昇給評価と併せて実施す

るものとする。 
２  
３  
 

   附 則（令和７年１０月総長裁定） 

１ この要項は、令和７年１０月１６日から実施す

る。 

２ 第４条第１項の規定にかかわらず、令和６年４

月１日から令和８年１２月３１日まで及び令和９

年４月１日から令和１１年１２月３１日までの間

に、教授に新たに採用された者又は昇任した者に

あっては、採用又は昇任の日を基準日として、次の

表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に

掲げる期間（本学の教授でない期間を含む）を評価

対象期間とした特例の昇給評価を実施し、評価結

果を基準日以降の昇給に活用するものとする。 

基準日 期間 

令和６年４月１日～令

和８年１２月３１日 

令和４年４月１日～令

和６年３月３１日 

令和９年４月１日～令

和１１年１２月３１日 

令和６年４月１日～令

和９年３月３１日 

３ 第４条第１項ただし書きの規定は、教授を対象

に令和６年３月３１日及び令和９年３月３１日を

基準日として実施する昇給評価には適用しない。 

 

（略） （同 左） 


